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１ 推進体制 

（１）全庁的な取組体制 

本市では平成 24 年度（2012 年度）に公共施設の最適化を全庁横断的に推進するため、下図

のとおり吹田市公共施設最適化推進委員会及び作業部会を設置し、総合的な管理及び情報共有を

図っています。本計画の進捗管理や、施設の複合化の検討については吹田市公共施設最適化推進

委員会で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.1 全庁的な取組体制 

  

吹田市公共施設最適化推進委員会 
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作業部会 

【委員構成】 
副市長、教育長、部長級で構成 
 
道路や橋りょう、上下水道などの社会生活基盤、公共用地を含めた
公共施設の最適化を総合的かつ戦略的な視点から円滑に進めるこ
とにより、政策の立案・執行を適切に行うため設置 

公共用地利活用 
検討作業部会 

公共用地の利活用 
に係る検討 

インフラ、プラントの 
最適化推進に係る連絡 

調整 

一般建築物の最適化 
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（２）今後の取組 

今後は全庁的に調整を図りながら、本計画をもとに建替えや大規模改修等の取組を進めてい

きます。なお、建替えの際には複合化を原則とし、大規模改修の際には、劣化状況等に応じ、適

宜必要な修繕及び改修内容を組み合わせて施設整備を行い、利用状況等の市民ニーズを踏まえ、

必要に応じて、他施設との複合化による規模の縮小等の検討を行います。 

取組を進めていくにあたっては、図 4.1.2 に示しているように、施設保全部署、施設所管部

署、企画・財政担当部署が連携をとりながら、それぞれの役割を果たす必要があります。施設

保全部署は、各施設所管部署と実施年度ごとに本計画から変更がないか確認を行います。また、

企画・財政担当部署と事業の実施や予算面について調整を行いながら、吹田市公共施設最適化

推進委員会で実施の確認を行います。 

事業の具体化にあたっては、必要に応じて市民へ説明するなど、適切な情報提供を行いなが

ら進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2 更新等における各部署の役割分担 

 

本計画に基づく事業の実施については、予算要求する前年度から、事業計画の内容変更の

有無を確認し、工事内容の整理を行い、内容によっては、PFI 手法など多様な事業手法の導

入について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.3 事業実施までの流れ  
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２ 日常的な施設の点検・診断の充実 

本市では、計画的・効率的な保全業務の実施を目的として、市有建築物保全システムを整備し

ています。 

市有建築物保全システムでは、定期的に実施する点検の結果を保管するとともに、建物の建設

年度や延床面積などの基本情報、工事履歴、修繕履歴、光熱水費等の維持管理データを一元的に

管理しており、コストの縮減や平準化を進め、計画的に維持保全を実施するため、大規模改修・

建替えの実施時期の調整を行います。 

各施設の状態については、引き続き、年 1 回の施設管理者による自主点検と、建築基準法第 12

条の対象施設の定期点検やその他の法定点検により、劣化や不具合の有無について最新の状態把

握に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1 市有建築物保全システムによる施設情報の一元管理と役割分担 
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３ フォローアップ 

総合管理計画では、フォローアップとして、5 年ごとに計画の見直しを行うと定めていること

から、本計画においても、5 年ごとに見直しを行い、最適化に取り組みます。 

また、本計画は、現在既存の建築物で提供している市民サービスを、今後も同じ形で提供して

いくことを前提として策定しているため、今後 DX 化が進み、公共施設の市民サービスのあり方

が変わっていく場合は、対策等の見直しが必要です。 

計画策定後は、点検・診断の実施や複合化・多機能化、集約化など、各個別施設計画の進捗に合

わせ、PDCA サイクルを活用し、情報を集約しながら進めます。 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 PDCA サイクルの考え方に基づく計画の推進 
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